
 
 

９ 民生委員の定数に関する基準について 

 
 
 
１ 概要 

  背景 

   「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律」に基づく民生委員法（平成２３年７月２９日法律第１９８号）の一部

改正に伴い，民生委員の定数に関する基準を本市の条例等で定める必要があります。 
 
   基準の分類 

   これまで法令で定められていた全国統一の基準につきましては，法令改正により「従

うべき基準」，「標準」，「参酌すべき基準」の３つに分類され，本市は，この分類に基

づき，条例を制定していく必要があります。 
   
 従うべき基準 標準とする基準 参酌すべき基準 

国が示す基

準の考え方 

・条例の内容は，国の基

準に従わなければなら

ない。 

・地域の実情に応じて国

の基準の強化は許容 
 

・条例の内容は，国の基

準を標準とする範囲内

でなければならない。 
・合理的な理由のある範

囲内で，地域の実情に応

じて，国の基準の強化，

追加等は許容 
 

・条例の内容は，国の基

準を十分参酌しなけれ

ばならない。 
・地域の実情に応じて国

の基準の強化，追加等は

許容 
 

 

２ 条例等に規定する基準の概要 

   関係法令 

  ・ 民生委員法 
  ・ 民生委員・児童委員の定数基準について（厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 
    厚生労働省社会・援護局長通知） 
 
   基準の概要 

  ・ 民生委員の定数に関する基準 
 
 
 



 
 

   基準の対象 

名称 概要 

民生委員 

厚生労働大臣から委嘱され，地域において，

常に住民の立場に立って相談に応じ，必要な

援助を行い，社会福祉の増進に努める者 

 
   規定する主な基準と類型 

  ア 従うべき基準 

該当なし 
 

イ 標準とする基準 

    該当なし 
 
  ウ 参酌すべき基準 

見出し 概要 

民生委員の定数基準 
１７０から３６０までの間のいずれかの数の

世帯ごとに民生委員１人 

 
３ 本市の対応 

  基本的な考え方 

これまで，国の基準のもと，施策・事業を展開し，適切なサービス水準を確保して

きたことを踏まえ，国の基準を基本としつつ，本市の実情や地域特性を考慮し，より

適切なサービスが提供できる場合等には，本市独自の基準を設けることとする。 

   
  国の基準に対する本市の判断基準 

 ア 国の基準を採用するもの  

・ 国の基準で適切な事務事業を執行できる場合 

・ 国の基準で十分な安全性が確保できる場合 

・ 国の基準を採用し，全国一律の水準を確保することが望ましい場合 
 

イ 本市独自の基準を設けるもの 

・ 国の基準を変更（独自基準を採用）した方がより本市の実情に合致する場合 
・ 国の基準が最低基準であり，既に国の基準の上乗せとなっている市の基準を引

き続き適用することが適切な場合 
・ 政策の推進に向け，条例等で規定することが適切な場合 



 
 

   基準設定の方向性 

「民生委員の定数に関する基準」については，国の基準を採用し，現行の基準を維

持します。 

 

 【上記の理由】 

本市においては，これまで民生委員児童委員協議会からの意見を踏まえながら，民

生委員の活動状況の把握・分析を行い，国の基準の範囲内で定数を決定しており，現

行の基準を採用することで，引き続き，住民の立場に立った生活相談や支援体制を確

保できるため 
 

   施行日 

   平成２７年４月１日（予定） 


